
◎ 平成３１年４月から、活動計画書や金銭出納簿、活動記録など（Ｈ30年度分実施状況報告を除く）については、
　　新しい様式で作成する必要があります。
◎ 新しい様式データの配付時期、配付方法につきましては、所管する市町村担当課までお問い合わせください。

※ 以前はそれぞれの様式を別々のファイルで作成していまし
　　たが、４月以降は一つのエクセルファイルにまとめられると
　　ともに、入力したデータの一部がほかの様式に自動入力さ
　　れるようになり、書類作成の一部が負担軽減されます。
※ 本内容は、今後の実施要綱・要領の審査により見直しとな
　　る可能性があります。


